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 SafeworK 向上宣言

令和 5年 9月 1日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として、「真の安全第一」の徹底を厳しく指導

し、進捗第一になりかねない施工の排除を強力に推進します。

１ 「安全衛生管理計画書」（重点実施事項）の実施

状況を確認し、指導・評価を行います。

２ 労働災害の真因を的確に分析し、効果的な対策に

ついて工事所・協力会社へ確実な水平展開を図ります。

３ 予定外作業が発生したら、一旦作業を止めます。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、不安全行動を行

わない作業を進めます。

１ 重点実施事項を遵守し、安全作業を行います。

２ 災害事例を他山の石として自分の持ち場を考えます。

３ 予定外作業が発生したら、作業を止めて相談します。


